
和歌山県教育委員会定例会会議録 

 

・日 時   令和７年１１月２８日（金）１３：３０～ 

・場 所   教育委員会会議室 

・出席者   今 西 教育長 山 本 教育総務局長 

       柳 川 委 員 吉 田 生涯学習局長 

山 中 委 員 藤 田 学校教育局長 

上 田 委 員 岡 本 総務課長 

多 田 委 員 坂 口 福利厚生室長 

木 村 委 員 三 木 教育政策課長 

 井 上 教職員課長 

 岩 井 人権教育推進課長 

 村 上 生涯学習課副課長 

  関 本 文化遺産課長 

  藤 下 県立学校教育課副課長 

                  津 村 特別支援教育課長 

                  中 井 義務教育課長 

 金 澤 夜間中学設置準備室長 

 中 谷 健康体育課長 

 武 田 高校総体推進室長 

 窪 田 教育支援課長 

  福 田 教育センター学びの丘所長 

                  本 岡 紀北教育事務所長 

濵 上 紀南教育事務所長 

平  総務課主幹 

小 川 総務課主査 

山 本 総務課主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 開 会 

○教育長 ただ今から、教育委員会１１月定例会を開会する。 

 

 

○教育長 本日の議題である議案第３５号、第３６号、第３７号、第３８号につい

ては、議会の議決を経るべき案件であるため、これらを非公開としたいが、よろ

しいか。 

 

（異議なしの声） 

 

○教育長 それでは、議案第３５号から議案第３８号については、非公開とする。

ついては、議事進行上、非公開案件の審議を「諸報」終了後とする。 

 

２ 前回会議録の承認 

令和７年１０月３０日（木）の定例会会議録について、承認した。 

 

３ 付議事項 

 

議案第３４号  

和歌山県教育委員会情報セキュリティ対策基準規程の改正について  

 

〇教育長 議案第３４号「和歌山県教育委員会情報セキュリティ対策基準規程の改

正」について、説明願う。 

 

〇教育政策課長 議案第３４号について説明する。当該規程については、教育情報

のセキュリティを確保するための規程であり、情報の秘密を守ること、情報を改

ざんされないこと、利用が停止されないことを維持するために職員が順守すべき

必要事項を定めたものである。今回の改正の主な理由は、文部科学省の教育情報

セキュリティポリシーに関するガイドラインに、県の規程の内容を合わせるため

に実施するものである。主な改正内容として、文部科学省のガイドラインでは、

クラウドサービスにかかるセキュリティ対策の内容が定められている。県の教育

ネットワークは来年度からクラウドサービスで運用するため、文部科学省のガイ

ドラインに合わせて文言を修正、整理する。次に、責任者等の役割の変更につい

て、現行の規程では教育情報セキュリティ責任者と教育情報システム管理者は教

育政策課長と定められているが、このうち教育情報システム管理者を担当課室長

等に変更し、これに伴って役割の変更を行うものである。 

 

〇教育長 実質的には何が変わるのか。 

 

〇教育政策課長 実質的な業務としては、守るべきセキュリティの情報資産の度合

いを定義し、それを守るためにクラウド上で管理する上で留意すべき事項につい

て追記している。 

 

〇教育長 他にご質問、ご意見等ないか。 

 



（異議なしの声） 

 

〇教育長 それでは、議案第３４号について原案のとおり決定する。 

 

 

４ 諸 報 

「行事予定」について、事務局より説明。 

 

＜主な日程＞    

    

  １２月  ３日（水） １２月議会開会 

１２月１０日（水）～１５日（月）本会議  

１２月１６日（火） 文教委員会 予備日１７日（水）  

１２月１８日（木） 本会議  

１２月１９日（金） 閉会  

１２月２４日（水） 教育委員会１２月定例会  

１月３０日（金） 教育委員会１月定例会 

 

＜非公開議案＞ 

 

５ 付議事項 

議案第３５号 

教育委員会所管 令和７年度一般会計１２月補正予算について   

総務課長から「教育委員会所管 令和７年度一般会計１２月補正予算」について

説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第３６号 

教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について   

教職員課長から「教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につい

て説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第３７号 

市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について   

教職員課長から「市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」

について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第３８号 

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例について  

教職員課長から「義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関

する条例」について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

６ 閉 会 

○教育長 これで、予定されていた議事が全て終了したので１１月定例会を閉会 

する。                        （１３：４３閉会） 


